
（平成２４年３月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認群馬地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

群馬厚生年金 事案 1450 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日

に係る記録を平成３年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15

万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

平成３年 11 月１日付けでＡ社からＢ社に会社名は変わったものの、

同一勤務場所で継続して勤務していたので、１日の空白があるのはおか

しい。申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与支給明細書、及び雇用保険の加入記録により、

申立人は、申立期間において、Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

 また、申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者期間については、

オンライン記録によれば、平成２年 12 月 16 日から３年 10 月 31 日までの

10 か月となっているが、申立人は、同社に勤務していた２年 12 月から３

年 10 月までの給与支給明細書を全て所持し、いずれの明細書からも厚生

年金保険料が控除されていることが確認できることから、申立人は、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額

及び申立人の報酬月額に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、こ



                      

  

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、前述の

給与支給明細書において確認できる保険料控除額から 15 万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は、当時の資料が無いため不明とし

ているが、事業主が資格喪失日を平成３年 11 月１日と届け出たにもかか

わらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 10 月 31 日と誤って記載す

ることは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 


